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■「ＬＧＢＴ」とは？

「ＬＧＢＴ」とは、一般的には、レズビアン（女性同性愛者）・ゲイ（男性同性愛者）・バイセクシャル（両性愛

者）・トランスジェンダー（※下記参照）という性的マイノリティの頭文字を並べたものです。ＬＧＢＴ以外に

も、「Ｘジェンダー」（女性・男性のいずれでもない、女性・男性のいずれでもある、中性、など男女の枠に

とらわれない）や「アセクシャル」（異性も同性も恋愛対象として見ない）などのセクシャリティの方もいると

する様々な考え方もあり、「LGBTQIA＋」などの表現もされるなど性自認や性的指向は多様です。ＬＧＢＴ

当事者という理由だけで採用面接を打ち切ったり、相手に対して不快な態度を示すようなことをしていま

せんか？ＬＧＢＴを理解し、「人を人としてみる」人間尊重の精神、すなわち応募者の基本的人権を尊重

する採用選考をお願いします。

より

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」
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大阪労働局公正採用選考人権啓発推進員設置要綱 大阪府公正採用選考人権啓発推進員設置要綱

推進員及び補助者を選任（異動）した時は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長あてに選任（異
動）報告書（p.181）を提出してください。当該報告により、大阪府知事へも報告されたことになります。（提出
をいただいた公共職業安定所より大阪府に連絡をしますので、別途、事業所より大阪府知事あてに選任（異
動）報告書を提出していただく必要はありません。）

p.168、p.169）

まだ

や大

設置されていない事業所にあっては、早急に設置いただき、ハローワークへの報告をお願いします。（設置及

び報告については下記要綱（抜粋）を参照）

阪府が いただきますようお願いします。

（※下記枠外参照） （※下記枠外参照）

※事業として個人情報を取扱う機会の多い労働者派遣事業所、職業紹介事業所等、及び公共性の高い社会福祉法
人、医療法人、学校法人等については、25 人未満の事業所であっても「推進員」の設置をお願いしています。
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167

が求められています。

・ハローワーク

　その後、大阪府労働部（現：商工労働部）や大阪府教育委員会（現：教育庁）などによる「同和地区出身者雇用

が策定されました。

促進会議（現：公正採用・雇用促進会議（ｐ.88参照））をはじめ、

4  公正採用選考の歩み

大阪府等

地区出身者

高等学校
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（※1

を改正施行し、求職者等の個人情報に係る取扱い（第5条の４（現・第5

（p.127〜134）

※1　「部落地名総鑑事件」

　全国の同和地区の地名、所在地、世帯数、職業などが記載された差別図書の存在が昭和50（1975）年11月に

（4）「部落差別の解消の推進に関する法律」の施行と公正採用選考の歩み

このように「公正採用選考の歩み」は、同和問題の解決に向けた取組みの中で進められてきたともいえます。

そのような中、平成28（2016）年12月、「部落差別の解消の推進に関する法律」（p.172）が施行されました。この

法律には、現在もなお部落差別が存在すること、部落差別は許されないものであるとの認識の下に、これを解消す

ることが重要な課題であること、とされています。

今後とも、同和問題をはじめ広く人権課題の解決のために、企業・行政などが協同して、差別につながらない公

正な採用選考システムを確立していくことが必要です。

匿名の投書によって発覚して以降、同種の図書8種類が確認されています。企業を中心に、病院や学校等220を

超える団体が購入していたことがわかり、国会でも取り上げられるなど全国的に大きな社会問題となりました。

　また、平成17（2005）年12月、平成18（2006）年1月にも、大阪市内の興信所において新たに同様の差別図書が

保有されていたことが判明しました。
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2万事業所を超えています。

条の5））を定め、
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